
 

 

 

 
 

 

 

 

 

沼津市では、新製品・新技術の新市場開拓を支援するため、 

市内の中小企業者が展示会等に出展する場合に、その出展 

に要する経費の一部を補助します。 

 

 

対象者 
沼津市内に主たる事業所を有する中小企業者又は当該中小企業者が組織

する団体 

対象事業 
自らが開発した新製品又は新技術の展示会等への出展（販売会を中心とした

ものは除く） 

補助金額 
出展に要する経費のうち、小間料、小間装飾料、備品借上料、専門家謝金 

合計金額の１／２で１０万円を限度 

事前ヒアリング

の実施 

出展に関する事業計画について、沼津地域中小企業支援センター職員等の

ヒアリングや指導を受けていただきます 

必要書類 

申請 … 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、ヒアリング結果報告書、 

法人の定款等 

実績報告 … 実績報告書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し（交付決定後

の領収書）、出展写真 

その他 

※納期到来した市税に未納がないこと 

※静岡県その他の団体から同趣旨の補助を受けていないこと 

※補助金の交付は１年度当たり１回とし、同一の新製品又は新技術への交付は

通算して３回までです 

 

 

 

             

 

★問合せ・申込み 

〒410-8601 沼津市御幸町 16-1 

沼津市商工振興課 商工係 Tel.055-934-4748  Fax.055-933-1412 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/yuchi/shoko/chushokigyohanro/index.htm 

 

中小企業者の皆様

へ 

 展示会・見本市への出展費補助 

中小企業販路開拓支援事業 

書類審査等に
より交付者を
決定 

沼津地域中小企業
支援センター等に
出展についてヒアリ
ング・指導 

必要書類を添
えて市役所に
申請 

展示会終了後
に実績報告書
等の提出 

交付確定者
に補助金を
交付 

申請から交付までの流れ 

 


